
第1条 通所介護サービスを提供する事業所

名　称 パソナライフケア栄谷

介護保険指定事業者番号 和歌山市長指定　３０７０１１２７１３

所在地 640-8441

連絡先 電 話 ０７３－４００－７１７０

ﾌｧｯｸｽ ０７３－４５７－０６４４
管理者 川本　容子
事業実施地域

第2条 事業の目的および運営方針

事業の目的

運営方針

１．

２．その他運営に関する基準については

第3条 営業日及び営業時間

サービス提供日 月～土（但し、1月1日～1月2日は除く）

営業時間 ８：３０～１７：１５

（サービス提供時間帯９：００～１６：１５）

第4条 事業所の概要

建物の構造

建物の専用床面積 ６３０．００㎡
第5条 事業所の職員体制

管　理　者

重要事項説明書（通所介護）

通所介護サービス提供契約締結に際して説明及び同意を得なければならない内容、契
約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

全ての職務を統括し、職員に対する指導を
行う。

1

和歌山市栄谷179-1

鉄骨造　合金メッキ銅版ぶき　2階建

和歌山市

が行う指定通所介護の事業の

に定める内容を遵守し、事業を実施するものと
する。

職  　種

事業所の通所介護職員等は要介護者の心身の特性を
踏まえ、その能力に応じた自立した日常生活を営む
ことができるよう、施設において入浴、食事の介
助、機能訓練等を行い、利用者の社会的孤立感の解
消及び心身の機能の維持並びに利用者家族の身体的
及び精神的負担の解消を図る。

パソナライフケア栄谷

人員数職　務　内　容

適切な運営を確保するため、人員及び運営管理に関
する事項を定め、事業所の生活相談員、看護師及び
介護職員等が、要介護状態または要支援状態にある
高齢者に対して適正な指定通所介護を提供すること
を目的とする。

事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域
の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を
図り、総合的なサービスに努めるものとする。

和歌山市指定介護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準等を定める条例（平成24年条例第
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生活相談員

介護職員

第6条 契約締結からサービス提供までの流れ

１．

①

②

③

④

２．

① 要介護認定を受けている場合

○ 居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。

○

○

○

② 要介護認定を受けていない場合

○ 要介護認定の申請に必要な支援を行います。

○

居宅サービス計画の作成

当事業所の担当者は、「居宅サービス計画（ケアプラン）」の内
容を踏まえ、通所介護計画の原案作成やそのために必要な調査等
を行います。

食事、入浴、排泄等の介護業務

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、
「居宅サービス計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契
約締結後に作成する「通所介護計画」に定めます。契約締結からサービス
提供までの流れは次の通りです。

利用者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場
合のサービス提供の流れは次の通りです。

通所介護計画を作成し、それに基づき利用者にサービスを提供し
ます。

通所介護計画が変更された場合には、利用者に対して書面を交付
し、その内容を確認していただきます。

通所介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された
場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて変更の必要
があるかどうかを確認し変更の必要のある場合には、利用者及び
その家族等と協議して、通所介護計画を変更いたします。

通所介護計画の原案について、利用者及びその家族等に対して説
明し、同意を得た上で決定します。

作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、
それに基づき利用者にサービスを提供します。

介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除
いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。

通所介護計画を作成し、それに基づき利用者にサービスを提供し
ます。

10名以
上

看護職員　兼
機能訓練指導員

通所介護サービス及び日常生活に関する相
談、助言

健康チェック・身体観察等の看護業務
日常生活動作に関する相談、助言、訓練

2名以
上

2名以
上
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○

・

・

【自立と認定された場合】

第7条 サービスの内容

１．

サービス区分と種類 サービスの内容
①

②

③

④

利用者居宅への送迎

【要介護と認定された場合】

居宅サービス計画（ケアプラン）を作成して頂きます。必要に応じて
居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。

【要支援1・2と認定された場合】

契約は終了します。地域包括支援センター（介護予防支援事業者）へ
の紹介をおこないます。

契約は終了します。既に実施されたサービスの利用料金は全額自己負
担となります。

利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居
宅サービス計画（ケアプラン）に基づき、利用
者の意向や心身の状況等のアセスメントを行
い、援助の目標に応じて具体的なサービス内容
を定めた通所介護計画を作成します。

通所介護計画書の作成

通所介護計画の作成に当たっては、その内容に
ついて利用者又はその家族に対して説明し、利
用者の同意を得ます。

通所介護計画の内容について、利用者の同意を
得たときは、通所介護計画書を利用者に交付し
ます。

事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事
業所までの間の送迎を行います。
ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車によ
る送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により
送迎を行うことがあります。

介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除
いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。

居宅サービス計画の作成

介護保険給付対象サービスについては、利用料金を一旦全額お支
払いいただきます。（償還払い）

作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、
それに基づき利用者にサービスを提供します。

通所介護計画に沿って、送迎、入浴介助、機能訓練、その他の必要な介助
をおこないます。

それぞれの利用者について、通所介護計画に
従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況
の記録を行います。
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日常生

活上の

世話

排泄介助

更衣介助

服薬介助

機能

訓練

創作活動など

日常生活動作
を通じた訓練

その他

個別機能訓練
Ⅱ

利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活
動等の場を提供します。

介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確
認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣
などの日常生活動作を通じた訓練を行います。

送迎時における居宅
内介助等

器具等を使用
した訓練

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエー
ションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。

レクリエー
ションを通じ
た訓練

特別な
サービ
ス

個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、個
別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサー
ビス提供をおこないます。

移動・移乗
介助

入浴の提供
及び介助

介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の
介助を行います。

送迎時に実施した居宅内介助等（電気の消灯・点
灯、着替え、ベッドへの移乗、窓の施錠等）は通所
介護の所要時間に含まれます。

送迎が実施されない
場合

送迎を実施していない場合（利用者が自ら通う場
合、家族が送迎を行う場合等の事業所が送迎を実施
していない場合）は片道ごとに減算の対象となりま
す。

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いす
へ移乗の介助を行います。

食事の提供
及び介助

また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供
を行います。

生活機能向上
連携加算

自立支援・重度化防止に資する介護を推進する為、
職員と外部のリハビリテーション専門職が連携し
て、個別機能訓練を計画・評価します。

利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知
識に基づき、器械・器具等を使用した訓練を行いま
す。

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助
を行います。

入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴
（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、
洗髪などを行います。

介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ
交換を行います。
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２．通所介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

①

②

③ 

④    

⑤

３．

① 施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。

② 決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください。

③ 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。

④    所持金品は、持ち込まないでください。

⑤

第8条 利用料について

１．基本サービス費

２．その他加算

回

回

回

月 400 円

185 円

10,506 円 1,051 円 2,102 円 3,152 円

925 円

3割負担の場合

科学的介護推進体制
加算 40 円 80 円 120 円

9,243 円要介護３

要介護４

項　　目
単
位

費 　用
介護保険適用時の自己負担額

1割負担の場合 2割負担の場合

入浴介助加算Ⅰ 410 円 41 円 82 円 123 円

同一建物減算 -965 円 -97 円 -193 円 -290 円

若年性認知症受入加
算 616 円 62 円

医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為
を除く）

利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預り

ADL維持等加
算(Ⅰ)(Ⅱ)

自立支援・重度化防止の観点から、日常生活動作の
維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を
新たに評価します。

その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活
動、その他迷惑行為

サービス利用に当たっての留意事項

要介護５ 11,789 円 1,179 円 2,358 円 3,537 円

施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮
ください。

要介護１ 2,028 円

要介護２

要介護度
利用料金/1日
（7時間以上
　　8時間未満）

介護保険適用時(1日あたりの自己負担額)

1割負担の場合 2割負担の場合 3割負担の場合

これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場
合があります。

身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の
生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く）

介護職員等処遇改善
加算Ⅲ

所定単位数の
1000分の80に相
当する単位数に
単価を乗じた額

所定単位数の1000分の80に相当する単位数に単
価を乗じた額の

7,979 円 798 円 1,596 円 2,394 円

1,849 円 2,773 円

6,757 円 676 円 1,352 円

1割 2割 3割

124 円
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３．

４．

第9条 その他の費用について

食事 食事１回につき１食 円を頂きます。(おやつ代含む）

おむつ代 一枚につき 円　　　　　　(必要な時のみ）
娯楽費

交通費 通常の事業実施地域( ）

時間延長

第10条 利用の中止、変更、追加等

１．

利用予定日の前日午後５時までに申し出があった場合

利用予定日の当日に申し出があった場合
２．

３．

を超えて行う指定通所介護に要した交通費は、その実費を請求
します。
なお、自動車を使用した場合については次の額を請求します。
送迎は、利用者宅～事業所間といたします。

レクリエーションにかかる材料費等は全額自己負担になりま
す。参加希望者のみ実費をいただきます。

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利
用者の負担額も変更されます。

新規入浴希望者及び長期療養後等の方の入浴につきましては医
師の診断・入浴許可が必要となります。この際、事業所が必要
と認めた諸検査費用（採血等）は自己負担となります。

980

150

利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出
をされた場合、キャンセル料として下記の料金をお支払いいただく場合が
あります。但し、利用者の体調不良等正当な理由がある場合は、この限り
ではありません。

上記の支払を受ける場合には、利用者に対し事前に文書で説明した上で支
払いに同意する内容の文書に記名・捺印を受けるものとします。

※

１，０００円

事業者は、利用者の体調不良等の理由により通所介護の実施が困難とした
場合、サービスを中止することができます。

入浴のための
諸費用

４００円

料金

片道２０ｋｍ未満

通常の事業実施地域を超えて

和歌山市

片道２０ｋｍ以上

無料

サービス提供時間を超えてご利用になられる場合、１時間あた
り１２００円をいただきます。

サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により、
利用者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日
時を利用者に提示して協議します。

６００円

上記の料金表により、利用者の要介護度と負担割合（所得に応じ1～3割負
担）に応じた自己負担額を翌月にまとめてお支払いただきます。
但し、利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料
金をいったん全額お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受け
た後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。
また居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償
還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項
を記載した「サービス提供証明書」を交付いたします。
尚、自立と認定された場合には、全額自己負担となります。
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利用料、その他の費用の請求および支払い方法について

１．利用料、その他の費用の請求

①

②

２．利用料その他の費用の支払い

①

・ 事業者指定口座への振込

・ 利用者指定口座からの自動振替

・ 現金払い
②

３．

第12条 身分証明書の携行

１．

２．

①

②

秘密の保持と個人情報の保護について

利用者及びその家族に関する秘密の保持について

事業者及び事業者の使用する職員はサービスを提供するうえで知り得た利

用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしませ
ん。この秘密を保持する義務は、契約が終了しても継続します。
尚、個人情報取得に関しては、別紙にて同意を得ることといたします。
また、同意書の有効期限については、契約書に定める契約期間と同じとし
ます。

緊急時の対応方法について

請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までに利用者あてに
郵送します。

個人情報の保護について

事業者は、利用者又はその代理人から予め文書で同意を得ない限り、
サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。ま
た、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限
り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。

利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合
計金額により請求いたします。

第13条

第14条

第11条

通所介護職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の
家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合や、
その他必要と判断した場合は、速やかに主治医・救急センターへの搬送等の
必要な措置を講じます。ご家族または緊急連絡先に連絡が取れない場合は事
後連絡になります。

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物に
ついては、細心の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への
漏洩を防止するものとします。

お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管し
てください。

サービス提供の都度お渡しする利用者控えと内容を照合のうえ、請求
月の月末までに下記のいずれかの方法によりお支払いください。

利用料その他の費用の支払いについて、支払い期日から２カ月以上遅延
し、さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いが無い場合には、契約
を解約したうえで、未払い分をお支払いいただくことになります。
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１．

事業所　 パソナライフケア栄谷
所在地

電　話 ０７３－４００－７１７０
受付日時 月曜日～金曜日　 ８：３０～１７：３０

管理者 川本　容子

２．各区市町村の窓口

（直通電話）

３．公共団体の窓口

（電話）

サービス提供の記録

事業者は、サービス提供の記録を作成し、

サービスを提供した日から５ 年間保管します。

第19条 利用者アンケート調査

■ 有 実施日 結果の開示　 無

□ 無

第20条 第三者評価の実施状況

□ 有 評価機関名称 開示状況

■ 無

損害保険への加入

重要事項の変更について

０７３（４３５）１３１９

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合には、書面を再交付し、
署名・捺印にて利用者の同意確認を行います。

2025年8月31日

サービス提供に関する相談・苦情について

和歌山市栄谷179-1

０７３（４２７）４６６２

和歌山市指導監査課

第21条

第18条

事業者は、福祉事業者総合賠償責任保険に加入しています。
（保険会社：三井住友海上火災保険株式会社、保険内容：施設賠償責任・生
産物賠償責任）

第17条

第22条

和歌山県国民健康保険団体連合会

第16条

第15条

事業所の窓口

災害非常対策について

事業者は、非常災害に備えるため、地震等非常災害に対処するための計画を
作成し、消防等についての責任者を定め、年２回以上、避難訓練その他必要
な訓練を行うとともに、非常災害が発生した際もその事業が継続できるよ
う、他の事業所等との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めます。

事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速
やかに利用者の家族に連絡を行います。又、必要と認めた場合は、区市町村
等及び当該利用者に関わる居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要
な措置を講じます。又、その内容を記録に残します。

事故発生時の対応について
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虐待防止に関する事項

1.

①

➁

③

④
2.

衛生管理等

①

➁

③

その他運営に関する重要事項

2

3

重要事項説明の年月日 令和  　  年　　　月　　　日

の規定に基づき、利用者に説明を致しました。

(2)

第25条

第23条

第24条

(1)

事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次のとおり必要な措
置を講じます。

虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行
うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に
ついて従業者に周知徹底を図る
虐待防止のための指針の整備

従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施

前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置

事業者は、サービス提供中に、事業所の従業者又は養護者（利用者の家族等
高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した
場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。

事業者は、利用者の使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すな
ど常に衛生的な管理に努めます。
事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に
掲げる措置を講じます。

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委
員会をおおむね６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について、
従業者に周知徹底しています。

事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備していま
す。
従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期
的に実施し、年１回以上の健康診断を受診させます。

和歌山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介
護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
等を定める条例（平成24年条例第50号）

事業者は、全ての通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支
援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有
する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な
研修を受講させるために必要な措置を講じます。また、従業者の資質向上の
ために研修を実施します。
事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われ
る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相
当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防
止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に
実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策
定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

第23条
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第1条 第１号通所事業サービスを提供する事業所について

名　称 パソナライフケア栄谷

介護保険指定事業者番号

所在地 640-8441

連絡先 電 話 ０７３－４００－７１７０

ﾌｧｯｸｽ ０７３－４５７－０６４４
管理者 川本　容子
事業実施地域

第2条 事業の目的および運営方針
事業の目的 が行う指定第１号通所事業

運営方針

１．

２．その他運営に関する基準については

第3条 営業日及び営業時間

サービス提供日 月～土（但し、1月1日～1月2日は除く）

８：３０～１７：１５

（サービス提供時間帯

第4条 事業所の概要

建物の構造

建物の専用床面積 ６３０．００㎡

９：００～１６：１５)

第１号通所事業重要事項説明書

和歌山市長指定　３０７０１１２７１３

和歌山市

第１号通所事業サービス提供契約締結に際して説明及び同意を得なければならない内
容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。

和歌山市指定介護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス
等に係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準等を定める条例（平成24年条例第
50号）

日常生活支援総合事業

和歌山市栄谷179-1

パソナライフケア栄谷

鉄骨造　合金メッキ銅版ぶき　2階建

事業の実施にあたっては、関係区市町村、地域
の保健・医療・福祉サービスとの緊密な連携を
図り、総合的なサービスに努めるものとする。

事業対象者又は要支援状態にある利用者が、その有
する能力に応じ、可能な限り居宅において自立した
日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保
及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ご
すことができるよう、指定第１号通所事業を提供す
ることを目的とします。

に定める内容を遵守し、事業を実施するものと
する。

事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏ま
え、介護保険法その他関係法令及びこの契約の定め
に基づき、関係する区市町村や事業者、地域の保
険・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りなが
ら、利用者の事業対象者又は要支援状態の軽減や悪
化の防止、もしくは要介護状態となることの予防の
ため、適切なサービスの提供に努めます。

営業時間
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第5条 事業所の職員体制

第6条 契約締結からサービス提供までの流れ
１．

①

②

③

④

２．

① 要支援認定を受けている場合

○

○

○

○

② 要支援認定を受けていない場合

○

2名以
上

10名以
上

第１号通所事業計画を作成し、それに基づき利用者にサービスを
提供します。

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、
「介護予防居宅介護計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏ま
え、契約締結後に作成する「第１号通所事業計画」に定めます。契約締結
からサービス提供までの流れは次の通りです。

第１号通所事業計画を作成し、それに基づき利用者にサービスを
提供します。

介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除
いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。

事業対象者、及び要支援認定の申請に必要な支援を行います。

介護予防介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。

当事業所の担当者は、「介護予防居宅介護計画（ケアプラン）」
の内容を踏まえ、第１号通所事業計画の原案作成やそのために必
要な調査等を行います。

第１号通所事業計画は、介護予防居宅介護計画（ケアプラン）が
変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて
変更の必要があるかどうかを確認し変更の必要のある場合には、
利用者及びその家族等と協議して、第１号通所事業計画を変更い
たします。

作成された介護予防居宅介護計画に沿って、第１号通所事業計画
を変更し、それに基づき利用者にサービスを提供します。

利用者に係る「介護予防居宅介護計画（ケアプラン）」が作成されていな
い場合のサービス提供の流れは次の通りです。

1

看護職員　兼

第１号通所事業計画の原案について、利用者及びその家族等に対
して説明し、同意を得た上で決定します。

食事、入浴、排泄等の介護業務

日常生活動作に関する相談、助言、訓練

2名以
上

管　理　者

生活相談員

全ての職務を統括し、職員に対する指導を

職　務　内　容 人員数

機能訓練指導員

介護職員

○

第１号通所事業サービス及び日常生活に

職　　種

健康チェック・身体観察等の看護業務

行う。

関する相談、助言

第１号通所事業計画が変更された場合には、利用者に対して書面
を交付し、その内容を確認していただきます。

介護予防居宅介護計画の作成
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○

【要支援と認定された場合】
・

・

・

【要介護と認定された場合】

【自立と認定された場合】

第7条 サービスの内容
１．

①

②

③

④

利用者居宅への送迎

介護保険給付対象サービスについては、利用料金を一旦全額お支
払いいただきます。（償還払い）

日常生
活上の
世話

それぞれの利用者について、第１号通所事業計
画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成
状況の記録を行います。

第１号通所事業計画に沿って、送迎、入浴介助、機能訓練、その他の必要
な介助をおこないます。

第１号通所事業計画
書の作成

介護予防居宅介護計画の作成

食事の提供
及び介助

サービス区分と種類

第１号通所事業計画の作成に当たっては、その
内容について利用者又はその家族に対して説明
し、利用者の同意を得ます。

第１号通所事業計画の内容について、利用者の
同意を得たときは、第１号通所事業計画書を利
用者に交付します。

契約は終了します。居宅介護支援事業所への紹介をおこないます。

利用者に係る地域包括支援センター（予防支援
事業者）が作成した介護予防居宅介護計画（ケ
アプラン）に基づき、利用者の意向や心身の状
況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じ
て具体的なサービス内容を定めた第１号通所事
業計画を作成します。

作成された介護予防居宅介護計画に沿って、第１号通所事業計画
を変更し、それに基づき利用者にサービスを提供します。

介護予防居宅介護計画（ケアプラン）を作成して頂きます。必要
に応じて包括支援センター（予防支援事業者）の紹介等必要な支
援を行います。

サービスの内容

契約は終了します。既に実施されたサービスの利用料金は全額自
己負担となります。

介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除
いた料金(自己負担額)をお支払いいただきます。

事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事
業所までの間の送迎を行います。
ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車によ
る送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により
送迎を行うことがあります。

食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助
を行います。
また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供
を行います。

ー 3 ー



排泄介助

更衣介助

服薬介助

その他

２．

①

② 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類などの預かり

③ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受

④

⑤

３．サービス利用に当たっての留意事項

①

② 決められた場所以外での喫煙はご遠慮ください。

③ 他の利用者の迷惑になる行為はご遠慮ください。

④ 所持金品は持ち込まないでください。

⑤

利用者の選択に基づき、趣味･趣向に応じた創作活
動等の場を提供します。

利用者の能力に応じて、機能訓練指導員が専門的知
識に基づき、器械・器具等を使用した訓練を行いま
す。

利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエー
ションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。

入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴
（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、
洗髪などを行います。

入浴の提供
及び介助

特別な
サービ
ス

創作活動など

施設内の設備や器具は本来の用法に従ってご利用ください。
これに反したご利用により破損等が生じた場合、弁償していただく場
合があります。

施設内での他の利用者に対する執拗な宗教活動及び政治活動はご遠慮
ください。

運動器機能向
上

その他利用者又は家族等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活
動、その他迷惑行為

個々の利用者の状態に適切に対応する観点から、個
別の機能訓練実施計画を策定し、これに基づきサー
ビス提供をおこないます。

介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いす
へ移乗の介助を行います。

介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確
認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。

利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣
などの日常生活動作を通じた訓練を行います。

医療行為（ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為
を除く）

身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の
生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く）

機能訓
練

介護職員等はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

移動・移乗
介助

介助が必要な利用者に対して、排泄の介助、おむつ
交換を行います。

レクリエー
ションを通じ
た訓練

器具等を使用
した訓練

日常生活動作
を通じた訓練

介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の
介助を行います。
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第8条 利用料について
１．基本サービス費

２．その他加算について

３．

① 月途中に要介護から要支援に変更となった場合

② 月途中に要支援から要介護に変更となった場合

③ 同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合

④ 月途中に要支援度が変更となった場合

⑤ 月途中にショートステイを利用した場合

４．

５．

第9条 その他の費用について

介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、利
用者の負担額も変更されます。

おむつ代

月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途
中で終了した場合であっても、以下に該当する場合を除いては、原則とし
て、日割り計算は行いません。

上記の料金表により、利用者の要支援度と負担割合（所得に応じ1～3割負
担）に応じた自己負担額を翌月にまとめてお支払いただきます。
但し、利用者がまだ事業対象者の判定又は、要支援認定を受けていない場
合には、サービス利用料金をいったん全額お支払いいただきます。要支援
又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い
戻されます(償還払い)。
また介護予防居宅介護計画が作成されていない場合も償還払いとなりま
す。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要とな
る事項を記載した「サービス提供証明書」を交付いたします。
尚、自立と認定された場合には、全額自己負担となります。

所定単位数の1000分
の80に相当する単位
数に単価を乗じた額

所定単位数の1000分の80に相当する単位数に単
価を乗じた額の

1割 2割 3割

介護職員等処遇改
善加算（Ⅲ）

科学的介護推進体
制加算

410 円 41 円 82 円 123 円

若年性認知症受入
加算

2,464 円 247 円 493 円 740 円

項　　目 費 　用
介護保険適用時の自己負担額

1割負担の場合 2割負担の場合 3割負担の場合

37,187 円 3,719 円 7,438 円 11,157 円

事業対象者
要支援１

18,465 円 1,847 円 3,693 円 5,540 円

要支援２

食事

費 　用サービス内容
1割負担の場合

介護保険適用時の自己負担額

980

レクリエーションにかかる材料費等は全額自己負担になりま
す。参加希望者のみ実費をいただきます。

食事１回につき１食

一枚につき 150 円　　　　　　（必要な時のみ）

新規入浴希望者及び長期療養後等の方の入浴につきましては医
師の診断・入浴許可が必要となります。この際、事業所が必要
と認めた諸検査費用（採血等）は自己負担となります。

2割負担の場合 3割負担の場合

娯楽費

円を頂きます。（おやつ代含む）

入浴のための
諸費用

生活向上グループ
活動加算

1,027 円 103 円 206 円 309 円
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)

送迎は、利用者宅～事業所間といたします。

第10条 利用の中止、変更、追加等
１．

２．

３．

４．

５．

利用料、その他の費用の請求および支払い方法について

１．利用料、その他の費用の請求

①

②

２．利用料その他の費用の支払い

①

・ 事業者指定口座への振込

・ 利用者指定口座からの自動振替

・ 現金払い
②

３．

第12条 身分証明書の携行

第13条 秘密の保持と個人情報の保護について

１．利用者及びその家族に関する秘密の保持について

上記の支払を受ける場合には、利用者に対し事前に文書で説明した上で支
払いに同意する内容の文書に記名・捺印を受けるものとします。

料金

和歌山市

を超えて行う指定第１号通所事業に要した交通費は、その実費
を請求します。

通常の事業実施地域を超えて

利用予定日の前に、利用者の都合により、第１号通所事業サービスの利用
を中止、変更することができます。この場合にはサービスの実施日の前日
（但し、営業日の受付時間中）までに事業者に申し出てください。

利用者の体調不良や状態の改善等により第１号通所事業計画に定めた期日
よりも利用が少なかった場合、日割りでの割引はしません

６００円

４００円

利用料、その他の費用はサービス提供ごとに計算し、利用月ごとの合
計金額により請求いたします。

交通費 通常の事業実施地域(

第11条

※

サービス提供の都度お渡しする利用者控えと内容を照合のうえ、請求
月の月末までに下記のいずれかの方法によりお支払いください。

請求書は、利用明細を添えて利用月の翌月１５日までに利用者あてに
郵送します。

お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管し
てください。

片道２０ｋｍ未満

片道２０ｋｍ以上

利用者の状態の変化等により、サービス提供量が、第１号通所事業計画に
定めた実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業者
と調整の上、介護予防居宅介護計画の変更又は要支援認定の変更申請、要
介護認定申請の援助等必要な支援を行います。

なお自動車を使用した場合については次の額を請求します。

月のサービス利用日や回数については、利用者の状態の変化、介護予防居
宅介護計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更
することがあります。

通所介護職員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者又は利用者の
家族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。

利用料その他の費用の支払いについて、支払い期日から２ヶ月以上遅延
し、さらに支払いの督促から１４日以内にお支払いが無い場合には、契約
を解約したうえで、未払い分をお支払いいただくことになります。

サービス実施日当日の利用の中止の申し出による、他の日時への変更はお
受けできません。
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２．個人情報の保護について

①

②

第14条 緊急時の対応方法について

第15条 事故発生時の対応について

第17条 サービス提供に関する相談・苦情について

１．事業所の窓口

２．各区市町村の窓口

（直通電話）

（直通電話）

３．公共団体の窓口

（電話）

第16条 災害非常対策について

事業者は、非常災害に備えるため、地震等非常災害に対処するための計画を作成
し、消防等についての責任者を定め、年２回以上、避難訓練その他必要な訓練を
行うとともに、非常災害が発生した際もその事業が継続できるよう、他の事業所
等との連携及び協力を行う体制を構築するよう努めます。

川本　容子

事業所　

管理者 管理者　

事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物に
ついては、細心の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への
漏洩を防止するものとします。

受付日時 月曜日～土曜日　　８：３０～１７：３０

事業者は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速
やかに利用者の家族に連絡を行います。又、必要と認めた場合は、区市町村
等及び当該利用者に関わる包括支援センター又は居宅介護支援事業所に連絡
を行うとともに、必要な措置を講じます。又、その内容を記録に残します。

電 話

事業者及び通所介護職員はサービスを提供するうえで知り得た利用者及び
その家族に関する秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。この秘
密を保持する義務は、契約が終了しても継続します。
なお、個人情報取得に関しては、別紙にて同意を得ることといたします。
また、同意書の有効期限については、契約書に定める契約期間と同じとし
ます。

０７３－４００－７１７０

0

所在地

和歌山県国民健康保険団体連合会

０７３（４３５）１３１９

０７３（４２７）４６６２

パソナライフケア栄谷

事業者は、サービス提供時において、利用者に病状の急変が生じた場合や、
その他必要と判断した場合は、速やかに主治医・救急センターへの搬送等の
必要な措置を講じます。ご家族または緊急連絡先に連絡が取れない場合は事
後連絡になります。

事業者は、利用者又はその代理人から予め文書で同意を得ない限り、
サービス担当者会議において、利用者の個人情報を用いません。ま
た、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限
り、サービス担当者会議で利用者の家族の個人情報を用いません。

和歌山市栄谷179-1

0

和歌山市指導監査課
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第18条 サービス提供の記録

事業者は、サービス提供の記録を作成し、
サービスを提供した日から５年間保管します。

第19条 利用者アンケート調査

■ 有 実施日 結果の開示　 無

□ 無

第20条 第三者評価の実施状況

□ 有 評価機関名称 開示状況

■ 無

第21条 損害保険への加入

第22条

虐待防止に関する事項
1.

①

②
③
④

2.

衛生管理等

①

➁

③

その他運営に関する重要事項

第24条

第25条
事業者は、全ての通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支
援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する政令で定める者等の資格を有
する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な
研修を受講させるために必要な措置を講じます。また、従業者の資質向上の
ために研修を実施します。

(1) 事業者は、利用者の使用する備品等は清潔に保持し、定期的な消毒を施すな
ど常に衛生的な管理に努めます。

事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備していま
す。

第23条

従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期
的に実施し、年１回以上の健康診断を受診させます。

事業者は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、次のとおり必要な措置を
講じます。

事業者は、福祉事業者総合賠償責任保険に加入しています。
（保険会社：三井住友海上火災保険株式会社、保険内容：施設賠償責任・生
産物賠償責任）

重要事項説明書に記載した内容に変更が生じた場合には、書面を再交付し、
署名・捺印にて利用者の同意確認を行います。

虐待防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行
うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果に
虐待防止のための指針の整備

事業者は、サービス提供中に、事業所の従業者又は養護者（利用者の家族等
高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した
場合は、速やかに、これを区市町村に通報します。

事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委
員会をおおむね６ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について、
従業者に周知徹底しています。

従業者に対し虐待を防止するための定期的な研修の実施

2025年8月31日

重要事項の変更について

(2) 事業者は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に
掲げる措置を講じます。

前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
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2

3

第26条 重要事項説明の年月日 令和  　  年　　　月　　　日

事業者は、感染症や非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に
実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画を策
定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。

事業者は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われ
る性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相
当な範囲を超えたものにより通所介護従業者の就業環境が害されることを防
止するための方針の明確化等の必要な措置を講じます。

の規定に基づき、上記内容について利用者に説明を致しました。

和歌山市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介
護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
等を定める条例（平成24年条例第50号）
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